
＜状況＞ ＜市による管理方法＞
　　

・放置車両が千台超と多く、使用済自動車の処分義務は浸透していなかった 市役所にて放置車両および不法投棄実態調査書を作成し、地図に落としこみ
【実態調査書】

　【代表例】　旧赤泊村の天狗塚地区に、１０年前からバスや乗用車など
　　　　　　　計３２台が放置状態にあった

・２０年秋のトキ放鳥を機会に市長が放置車両撤去を呼びかけ
　　”トキの佐渡に放置車は要らない”

【地図に落とし込み】

＜実施概要と成果＞

【概要】 ① 島内車両の状況を取りまとめ　
・ 巡回して収集した情報を基に放置車両および不法投棄実態調査書を
　作成し地図に落としこみ

　 　 　→　自動車以外に家電・タイヤ等のその他廃棄物も明記

② ネットワークの組織化

・ 監視員*1３０名およびリーダー*2８３名を任命し、市民ぐるみの活動を組織化
　　　 *1：不法投棄全体の監視

*2：監視員と連携し、放置車両撤去を所有者に働きかけ

③ 市民への啓発活動とアンケートの実施
　　→　車両台数・場所等の情報について最新化を図った

【成果】 ・平成２０年～２３年の４年間で一掃の目標に対し、初年度半年間で１３９台を
　撤去済み。使用済自動車が島外に搬出され、支援事業も活用されている

【談話】

島内放置車両撤去の好事例 その３　（新潟県 佐渡市）

　

　　　　　・天狗塚地区の放置車両撤去を決定
　　　　　　⇒　１９年１０月発表し、１１月に撤去済み

　　　　・市が放置車両実態を発表し市民に周知
　　　　　　⇒　”トキの島に廃棄車１，２１５台”
　　　　　　　　　新聞報道　１９年１０月

放 - ３

＜佐渡市不法投棄監視員ネットワーク会長の談話＞
・島に住むものの責任としてこの活動を引き受けた
・”放置車両がすくなくなったねー”と聞くと、やりがいを感じる
・アンケート実施により、意識啓蒙が進んだ。回答のあった市民との対話を
　粘り強く続けていきたい
＜市担当者の談話＞
・写真つきのマップを作成し管理しながら所有者個々に処分を働きかけた結果、
　適正処分に対する市民意識が変わりつつある
　佐渡市民６.５万人すべてへの理解浸透は一挙には難しく、継続的な活動が必要

19/2月 20/3月 9月

放置車輌台数 1,215 833 694

　　　撤去　〃 ━ 382 139
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